
近年、短時間に降る局地的豪雨や、台風による影響で道路冠水が生じ、床

上・床下浸水等が多く発生している状況となっています。止水板等を設置する

ことにより、雨水の流入を防ぎ、被害を軽減することができます。 

 止水板とは、屋外から建物に雨水が浸入することを防ぐため、建築物の

出入口等に非常時に設置する取り外し又は移動が可能な金属等の板のこと

です。 

 

 

 

 

 

 

 市内にある住宅、店舗、事務所などの建築物の出入口等に止水板を設置す 

る所有者または使用者に設置工事費及び関連工事費の一部を補助します。 

また、市販されている止水板の購入についても対象となります。 

 ※補助金額 １件あたり上限４０万円（工事費または購入費の２分の１） 

 ただし、予算の範囲内において補助を行うため、事前にお問合せください。 

 

 

 

 

お問合せ先：新座市役所 道路管理課（本庁舎３階） 

〒３５２－８６２３ 新座市野火止一丁目１番１号 

℡ ０４８－４７７－４５９６（直通） 

新座 止水板 検索 

止水板 

新座市役所からのお知らせです！



 

        ・計画時に、市にお問合せください。  

          

 

        ・交付申請書（別記様式第１号）に関係書類を添えて提出し

てください。 

         《添付書類》 

         ・設置場所案内図 ・設置場所位置図、平面図、構造図 

・工事見積書の写し ・土地及び建築物の登記事項証明書 

           ・土地及び建築物所有者の承諾書（土地及び建築物の所有者と異なる

場合のみ）・住民票の写し（法人にあっては現在事項証明書） ・

その他市長が必要と認める書類 

        ・申請書及び関係書類を審査のうえ、交付決定通知書により 

通知します。（申請受領後、概ね２週間程度） 

        （変更の場合は、変更申請書（別記様式第５号）を提出して

ください。その後、変更決定通知書を交付します。） 

     

        

 ・工事代金を支払い、領収書をもらってください。 

 

        

        ・工事完了の日から起算して３０日以内又は交付決定のあっ

た日の属する年度の末日までのいずれか早い日までに、実

績報告書（別記様式第７号）に関係書類を添えて提出して

ください。 

       

        ・交付額確定通知書にて通知します。 

 

 

        ・請求書を提出してください。 

                                                                                                                                                            

事前相談 
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補助の振込 
申請者が行う事務等 市が行う事務等 


